
茨城県高等学校ＰＴＡ連合会会則 

      第１章  総    則 

（名称） 

第１条 本会は、茨城県高等学校ＰＴＡ連合会（以下「本 

会」という。）という。 

（事務局） 

第２条 本会は、事務局を茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 

茨城県三の丸庁舎３階 茨城県水戸生涯学習センター内に 

置く。 

（構成） 

第３条 本会は、茨城県内の公立高等学校単位ＰＴＡ、中等 

教育学校単位ＰＴＡ及びその会員をもって構成する。 

（組織） 

第４条 本会は、会の運営を円滑にするため、県内を５地区 

に分け、それぞれに地区高等学校ＰＴＡ連絡協議会を置く。 

県北地区・水戸地区・県東地区・県南地区・県西地区 

 ２ 関東地区高等学校ＰＴＡ連合会及び一般社団法人全国高 

等学校ＰＴＡ連合会の構成員となる。 

 ３ 本会に委員会を置く。 

（方針） 

第５条 本会は、自主独立のものであって、他の団体及び機 

関等から一切の干渉を受けない。 

２ 青少年の健全育成並びに福祉のために活動する社会教

育関係団体及び機関と協力する。 

３ 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対するための活動

等を行わない。 

４ 各単位ＰＴＡの自主性を尊重する。 

第２章  目 的 及 び 事 業 

（目的） 

第６条 本会は、単位ＰＴＡの発展と相互の連絡調整を図り、 

高校生の健全育成に努めるとともに、学校におけるＰＴＡ 

活動及び教育の振興発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第７条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を 

行う。 

(1)単位ＰＴＡ間の連絡調整に関すること。 

(2)進路指導・生徒指導・家庭教育・定時制教育・特別支援 

教育等の振興に関すること。 

(3)研修会・講習会・講演会の開催、広報紙の発行等、会 

員相互の研修並びに広報活動に関すること。 

(4)生徒の健全育成・社会環境の浄化・交通安全及び事故防 

止等の推進に関すること。 

(5)ＰＴＡ活動・生徒の生活環境等についての調査及び研究 

に関すること。 

(6)生徒の福祉の促進・善行の顕彰に関すること。 

(7)本会の目的に沿って顕著な業績をあげた単位ＰＴＡ及 

び会員の顕彰に関すること。 

(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業に関す 

ること。 

 

第３章  役    員 

（役員と定数） 

第８条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 (2) 副会長 ５名  

(3) 理事 ３１名 (4) 幹事 １５名  

(5) 監事  ２名 

（役員の選任） 

第９条 役員は、別に定める役員候補者指名委員会の推薦に 

より、総会において選任する。 

２ 役員に欠員が生じたときは、前項の規定にかかわらず、 

理事会の承認を経て補充選任することができる。 

 ３ 会長・副会長は、加盟校に在学中の生徒の保護者、又は 

在職中の教職員であって、単位ＰＴＡの会員である者の中 

から選任する。 

（役員の任務） 

第１０条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。 

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代 

行する。 

(3)理事は、会務を運営し、理事会に出席して重要事項を 

審議執行する。 

(4)幹事は、会務の企画・運営に参加し、本会の事業達成に 

あたる。 

(5)監事は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告する。 

また、会長の指示により、各会議に出席し、意見を述べ 

ることができる。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げ 

ない。 

 ２ 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第１２条 本会に、事務局を置く。 

 ２ 事務局に、会長が委嘱する事務局長及び事務局員を置く 

  ことができる。 

 ３ 事務局は、庶務・会計等の事務にあたる。 

 ４ 事務局職員に関する事項は別に定める。 

 （顧問） 

第１３条 本会に、顧問を置くことができる。 

 ２ 顧問は、本会前任会長とし、役員会の承認を得て会長が 

委嘱する。 

 ３ 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。 

 ４ 顧問の任期は、１年とする。 

第４章  会    議 

（会議） 

第１４条 本会の会議は、総会、役員会、理事会、委員会、 

幹事会、地区連絡協議会、部会とする。 

（総会） 

第１５条 総会は、本会の最高議決機関で、単位ＰＴＡ会長 

 及び他１名をもって構成し、会務全般を審議決定する。 

 ２ 毎年１回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことがで 

きる。 

３ 総会は、役員の選任、事業並びに決算の承認、事業計画 



並びに予算の承認、会則の改廃、その他本会の運営に関す 

る必要事項を審議決定する。 

 ４ 総会は、構成員の３分の１以上の出席をもって成立する。 

議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。 

（役員会） 

第１６条 役員会は、会長、副会長をもって構成し、必要に 

 応じて本会の運営全般について協議する。 

（理事会） 

第１７条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、 

 重要事項及び緊急事項、その他会の運営全般について協議 

する。 

（委員会） 

第１８条 委員会は、理事会の諮問機関とし、常置委員会及 

び特別委員会とする。その委員会と任務は別に定める。 

（幹事会） 

第１９条 幹事会は、各地区・部会より選任された幹事をも 

 って構成する。必要に応じて会長が招集し、会務の企画 

運営及び本会の業務遂行にあたる。 

（地区連絡協議会） 

第２０条 地区連絡協議会は、各地区会長、事務局長、担当 

 者をもって構成し、各地区の連絡協議会相互の連絡調整 

及び本会の運営について協議する。 

 ２ 各地区の連絡協議会には、会長、事務局長、担当者を置 

き、地区の業務遂行にあたり、その運営は各地区の定めに 

よる。 

（部会） 

第２１条 部会は、定時部会とし、定時制課程のＰＴＡ活動 

の振興を図る。部会に、部会長を置く。 

 ２ 部会の運営については、部会の定めによる。 

第５章  会    計 

（経費） 

第２２条 本会の経費は、負担金、補助金、寄付金及びその 

他の収入による。 

 ２ 負担金の額は、別に定める。 

（会計年度） 

第２３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年 

 ３月３１日に終わる。 

第６章  表 彰 ・ お見舞い 

（表彰） 

第２４条 本会は、本会の事業の推進に顕著な功績が認めら 

 れる団体及び個人に対して、別に定める規程により表彰 

状又は感謝状及び記念品を贈呈する。 

（お見舞い） 

第２５条 本会は、役員等の弔事のとき、別に定める規程に 

 より、弔意を表すことができる。 

第７章  会 則 改 正 

（会則改正） 

第２６条 この会則は、理事会の議決を経て、総会の議決が 

 あれば改正することができる。 

 

第８章  補    則 

（細則） 

第２７条 この会則の執行上必要な事項は、理事会の議決を 

 経て、別に細則で定める。 

 ２ 細則の改正は、理事会の議決を経るものとし、次期総会 

に報告する。 

 ３ この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事務 

規程は、理事会に諮って会長がこれを定めることができる。 

 

付 則  

この会則は、昭和２３年６月２９日から実施する。 

昭和２３年６月２９日施行 昭和２６年１月２３日改正 

昭和２７年６月２１日改正 昭和３０年７月 ９日改正 

昭和３５年６月２９日改正 昭和３８年６月１５日改正 

昭和４３年５月３０日改正 昭和４５年５月２８日改正 

昭和４６年６月 ２日改正 昭和４７年１月１８日改正 

昭和４７年５月２６日改正 昭和４９年６月 ５日改正 

昭和５１年６月 ９日改正 昭和５３年６月 １日改正 

昭和５５年６月 ５日改正 昭和５６年５月 ６日改正 

昭和５８年６月 ２日改正 平成 元年６月 ６日改正 

平成 ３年６月 ４日改正 平成 ８年５月３１日改正 

平成１３年６月 １日改正 平成１６年１月３０日改正 

平成１６年４月 １日改正 平成１７年４月 １日改正 

平成２２年４月 １日改正 平成２５年４月 １日改正 

令和 ５年４月 １日改正 

 

 

茨城県高等学校ＰＴＡ連合会細則 

（目的） 

第１条 この細則は、茨城県高等学校ＰＴＡ連合会会則（以 

下「会則」という。）第２７条の規定に基づき、会務を円滑 

に運営するため、必要な事項を定める。 

（単位ＰＴＡ） 

第２条 会則第３条に規定している単位ＰＴＡとは、高等学 

校及び中等教育学校においてＰＴＡを組織している団体で 

ある。 

（地区連絡協議会） 

第３条 会則第４条に規定する地区は、次のとおりとする。 

     県北地区、水戸地区、県東地区、県南地区 

県西地区 

（役員の被選資格） 

第４条 会則第８条に定める役員の被選資格は、次のいずれ 

かに該当するものとする。 

(1) 単位ＰＴＡ会員であること。ただし、副会長には、校

長協会代表１名を含むものとする。 

(2) 会長・副会長は、あらかじめ定められた地区別順番に

より選任する。 

（役員候補者指名委員会） 

第５条 会則第９条に規定する役員候補者指名委員会（以下 

「指名委員会」という。）の委員は、各地区連絡協議会・連 

合会の各事務局長と校長協会長とする。 

２ 指名委員会は、委員の互選により正副委員長を選出する。 



 ３ 指名委員会は、前条による被選資格者の中から「役員選 

任規程」により、次年度役員候補者を選考し、当人の同意 

を得て、総会に推薦する。 

 ４ 指名委員は、その任務が終了した時に解任される。 

（理事の構成員） 

第６条 会則第８条(3)に規定する理事は、次のとおりとする。 

(1)保護者代表 １４名 

県北地区２名・水戸地区３名・県東地区２名 

県南地区３名・県西地区３名・定時部会１名 

(2)教職員代表 １４名 

    県北地区２名・水戸地区３名・県東地区２名 

県南地区３名・県西地区３名・定時部会１名 

(3)茨城県高等学校教育研究会生徒指導部代表 ３名 

（幹事の構成員） 

第７条 会則第８条(5)に規定する幹事は、次のとおり、各 

地区事務局を中心とした教職員の中から選出する。 

(1) 県北地区３名、水戸地区３名、県東地区３名、 

県南地区３名、県西地区３名 

(2)(1)の人数中１名は、次期事務局担当者又はそれに準ず 

る者とする。 

(事務局職員) 

第８条 会則第１２条に規定する事務局に、職員を若干名 

置くことができる。 

 ２ 職員は有給とする。ただし、現職教職員は、無給とする。 

 ３ 事務局長は、専任とし、事務局を管理し、各会議に出席 

して意見を述べることができる。 

 ４ 事務局員の職務・給与等については、役員会の議決を経 

て、会長が別に定める。 

（議長） 

第９条 会則第１５条、第１６条、第１７条に規定する議長 

は、会長がこれにあたる。 

 ２ 第１８条、第１９条、第２０条、第２１条に規定する議 

長は、それぞれの定めによる。 

（委員会） 

第１０条 会則第１８条に規定する委員会の委員は、会長、 

 副会長、理事、幹事の中から会長が委嘱する。 

２ 常置委員会は、総務・生徒総合保障制度運営、進路対策、

健全育成、調査広報、研修、その他必要な委員会とす 

る。 

 ３ 各委員会の任務、構成員等は、別に定める。 

 ４ 各委員会の正副委員長は、会長が委嘱する。 

（負担金） 

第１１条 会則第２２条第２項に規定する負担金は、単位Ｐ 

 ＴＡ会員１名につき、次のとおりとする。ただし、複数の 

生徒が在学している場合は１名とみなす。 

     全日制・中等教育学校    年額 ２４０円 

定時制           年額  ９０円 

２ 会員数は、その年の５月１日現在の在籍数とし、納入期 

日は、その年の５月３１日までとする。 

    付 則   

この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

平成１６年１月３０日改正 平成２０年５月８日改正 

平成２２年４月１日改正  平成２４年４月１日改正 

平成２５年４月１日改正  令和３年４月１日改正 

 

 

  茨城県高等学校ＰＴＡ連合会役員選任規程 

(目的) 

第１条 この規程は、茨城県高等学校ＰＴＡ連合会会則第８条 

の規定に基づき、本会の役員選任に必要な事項を定める。 

（会長・副会長の選任） 

第２条 会長、副会長選任の地区別順番は次のとおりとする。 

 Ａ年 Ｂ年 Ｃ年 Ｄ年 Ｅ年 

県北 会長 副会長 副会長 副会長 副会長 

水戸 副会長 会長 副会長 副会長 副会長 

県東 副会長 副会長 会長 副会長 副会長 

県南 副会長 副会長 副会長 会長 副会長 

県西 副会長 副会長 副会長 副会長 会長 

２ 副会長は地区４名、校長協会代表１名の合計５名とする。 

（理事の選任） 

第３条 理事は、次のように選任される。 

(1)保護者代表  

県北地区２名、水戸地区３名、県東地区２名、  

県南地区３名、県西地区３名、定時部会１名 

(2)教職員代表  

県北地区２名、水戸地区３名、県東地区２名、  

県南地区３名、県西地区３名、定時部会１名 

(3) 茨城県高等学校教育研究会生徒指導部代表 ３名 

（幹事の選任） 

第４条 本会の幹事は、県北地区３名、水戸地区３名、県東地 

区３名、県南地区３名、県西地区３名を選任する。 

２ 幹事うち１名は、次期事務局担当者又はそれに準ずる者と 

する。 

（監事の選任） 

第５条 本会の監事は、２名とし役員候補者指名委員会におい 

て推薦され、総会において選任される。 

（役員の補充選任） 

第６条 本会の役員に欠員が生じたときは、会則第９条第２項 

により補充選任する。 

（役員候補者の届出） 

第７条 各地区連絡協議会、定時部会、茨城県高等学校教育 

研究会生徒指導部は、総会前に、本会の役員候補者を、本会 

事務局に届け出るものとする。 

付 則  

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   平成１６年１月３０日改正 平成２１年６月２４日改正 

平成２２年４月１日改正  平成２５年４月 １日改正 

 令和３年４月１日改正   令和 ５年４月 １日改正 

 

 

 



茨城県高等学校ＰＴＡ連合会委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、本会の活動を充実するため、会則第 

１８条の規定に基づき、委員会の運営に必要な事項を定め 

る。 

（委員会の任務） 

第２条 委員会は、理事会から諮問された事項について審議 

し、理事会に答申するとともに、所掌事項に関する事業の 

運営にあたる。 

 ２ 委員会は、本会の活動にかかる重要事項について、理事 

  会に建議することができる。 

（委員会の設置及び所掌事項） 

第３条 本会は、次の委員会を置く。 

  (1)総務・生徒総合保障制度運営委員会 

ア 本会の会則・諸規程等、会の運営に関する事項 

イ 事業計画・事業報告並びに予算・決算及び負担金等 

 に関する事項 

ウ 年次大会に関する事項 

エ 感謝状・表彰に関する事項 

オ 総合保障制度の推進と運営全般に関する事項 

カ 制度の内容及び委託保険会社の決定に関する事項 

キ その他、保障制度の運用に関する事項 

ク 他の委員会の所掌に属さない事項 

  (2)健全育成委員会 

ア 健全育成事業及び活動に関する事項 

イ 社会参加の促進に関する事項 

ウ 健全育成活動の充実と関係諸団体との連携に関する 

事項 

エ 交通安全活動の推進に関する事項 

オ 生徒の顕彰に関する事項 

カ ボランティア活動の促進に関する事項 

キ 列車添乗指導に関する事項 

ク その他、健全育成に関する事項 

  (3)進路対策委員会 

ア 生徒の進路（進学・就職）等に関する事項 

イ 情報の収集・調査・研究に関する事項 

ウ 関係機関・団体との連携に関する事項 

エ その他、進路に関する事項 

  (4)調査広報委員会 

ア 広報紙の発行に関する事項 

イ 広報活動の推進強化に関する事項 

ウ コンクールに関する事項 

エ ＰＴＡ活動に関する調査・研究に関する事項 

オ 生涯学習に関する事項 

  (5)研修委員会 

ア 県高Ｐ連主催の研修活動の企画に関する事項 

イ 全国大会・関東大会等、県外大会等の研修に関する 

事項 

ウ その他、研修に関する事項 

 （委員の選出） 

第４条 委員の選出は、会長・副会長・理事・幹事の中から 

会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、１年とする。 

３ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長・副委員長の選任及び任期） 

第５条 各委員会は、正副委員長を各１名置く。 

２ 委員長・副委員長の任期は、委員の任期とする。 

（委員長・副委員長の任務） 

第６条 委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。 

２ 委員長は、委員会開催に関する計画について、あらかじめ 

会長の承諾を得なければならない。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、委 

員長の任務を行う。 

（委員会の招集） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会に 

諮り、会長がこれを定める。 

付 則 

   この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   平成１６年１月３０日改正 平成２１年６月２４日改正 

平成２５年４月１日改正  令和３年４月１日改正 

 

 

  茨城県高等学校ＰＴＡ連合会表彰規程 

(目的) 

第１条 この規程は、茨城県高等学校ＰＴＡ連合会会則第２４ 

条の規定に基づき、本会の事業の推進に顕著な功績が認めら 

れる団体及び個人に対し、表彰することについて必要な事項 

を定める。 

(推薦者) 

第２条 被表彰者の推薦については、茨城県高等学校ＰＴＡ連 

合会表彰は単位ＰＴＡの会長、又は校長が推薦する。全国及 

び関東地区高等学校ＰＴＡ連合会表彰は、各地区連絡協議会 

の推薦とし、優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰は、役員会で選考 

し、県教育委員会に推薦を依頼する。 

(表彰の方法) 

第３条 表彰は、被表彰者に、感謝状又は表彰状及び記念品を 

 贈呈して行う。 

(選考) 

第４条 被表彰者の選考は、役員会と各地区連絡協議会の代表 

により行う。 

(候補者の資格) 

第５条 被表彰候補者は、本会の団体又は個人であり、功績顕 

著であることを原則とする。 

(優良ＰＴＡの基準) 

第６条 表彰するＰＴＡは、次の各号に該当するものとする。 

(1)ＰＴＡの組織が確立し、民主的運営がなされていること。 

(2)ＰＴＡの活動が適切であり、高等学校教育の振興に貢献し 

ていること。 

(3)全国大会及び関東地区大会等において提案発表するなど、 

  研修熱心なこと。 

(4)地区事務局校として、３年以上にわたり顕著な活動を行っ 



たこと。 

(5)その他、特に顕著な活動がなされていること。 

(功労者の基準)  

第７条 表彰する功労者は、ＰＴＡの発展に功労のあった、 

次の各号に該当する者とする。 

(1)茨城県高等学校ＰＴＡ連合会感謝状贈呈に該当する者 

ア①県高Ｐ連役員(会長・副会長・理事・監事)は１年 

以上の者 

②地区連絡協議会会長・事務局長・担当者は２年以 

上の者 

③県高Ｐ連事務局担当者・幹事は２年以上の者 

イ単Ｐ役員（係担当教職員以外の教職員は含まない。) 

①会長は１年以上の者 

②副会長、生徒指導委員長、副会長と生徒指導委員長 

を通算２年以上の者 

③その他の委員長３年以上の者 

④その他の委員並びにＰＴＡ係担当教職員５年以上の 

者 

  (2)関東地区高等学校ＰＴＡ連合会表彰に該当する者 

（含む団体） 

①地区連絡協議会会長並びに事務局長３年以上の者 

②県連役員並びに単位ＰＴＡにおいて、特に著しい功 

績が認められた者 

③県高Ｐ連大会で提案発表した者 

④県高Ｐ連会長の所属高校ＰＴＡ 

(3)全国高等学校ＰＴＡ連合会表彰に該当する者 

①県高Ｐ連役員(副会長)で２年以上の者 

②県高Ｐ連及び単位ＰＴＡにおける運営、各種委員会 

活動、その他本会の目的に添う活動に、特に顕著な 

功労があった者 

③本会の会長(別枠扱い) 

④本会の事務局長並びに事務局次長として、５年以上 

従事し、功労特に顕著である者（別枠扱い） 

⑤単位ＰＴＡにおける役員並びにＰＴＡ係担当教職員 

７年以上の者 

⑥全国大会及び関東地区大会で提案発表した者 

(4)文部科学大臣表彰に該当する者(含む団体) 

全国大会において受賞した個人及び団体の中から役員 

会において選考し、茨城県教育委員会に推薦する。 

ただし、個人については、退任後４年以内までを被表 

彰候補者とする。 

 

付 則  

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

平成１６年１月３０日改正 平成２１年６月２４日改正 

平成２４年４月２０日改正 平成２５年４月１日改正 

 

【申し合わせ事項】 

１ 過去の受賞者でも、別の学校で役員に就任したり、同 

一校でも通年でなく再度役員に就任した場合は、該当者 

とみなす。 

２ この規程に該当しない場合及び検討しなければならな 

いような場合は、役員会により協議する。 

 

 

 茨城県高等学校ＰＴＡ連合会善行生徒表彰規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、他の模範となる困難克服行為や継続的な 

社会奉仕など、善行のあった生徒、社会に明るい希望を与え 

た生徒を顕彰し、その活動を奨励し周知することにより、健 

全育成活動が一層促進される契機となることをねらいとする。 

（表彰の推薦基準） 

第２条 会長は、次の各号に掲げる善行があった生徒に対して、 

 表彰を行うことができる。 

(1)学校や地域社会等での活動に積極的に取り組み、他の青少 

年に勇気を与えるとともに、模範となっている者 

(2)困っている人を助けたり、他人の生命や財産をその危険か 

ら守った者 

(3)奉仕活動を積極的、かつ継続的に実践し、地域社会の人か 

ら感謝されている者 

(4)小さな善行でも絶えず繰り返し、他の模範となっている 

 者 

(5)その他上記に準ずる者で、善行生徒として称えることが 

適当な者 

２ 団体として表彰された場合、それ以降３年間は表彰の対象

としない。 

（表彰の決定） 

第３条 表彰は、各学校の校長の推薦に基づき、健全育成委員 

会の選考を経て、会長が決定する。 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

（表彰の時期） 

第５条 表彰は、毎年１回、別に定める日に行う。 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項 

は会長が定める。 

付 則  

この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

       平成１６年 １月３０日改正 

平成２２年１１月１９日改正 

平成２９年１２月 ７日改正 


